
今年４月から７月に新型コロナによる休
業で報酬が下がった場合の社保料の減額
特例の詳細（続報・補足）

前回の当事務所ニュースで、新型コロナウイルス感染

症の影響で休業したことにより給与額等が「著しく」下

がった場合の社会保険料の減額特例についてご案内しま

した。

この特例は今年４月～７月の新型コロナ関連の休業に

よる給与の減少が対象で、来年１月末までの間、さかの

ぼって申請することができます。

社会保険料の減額は事業主、被保険者双方の負担軽減

となりますので、今回も引き続き詳細を補足させていた

だきます。

まず、この特例制度を利用する条件を改めて記載しま

す。次のすべてを満たす必要があります。

□ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業

（１時間以上の時間休業含む）があったことによ

り、2020年４月から７月までの間に報酬が著し

く低下した月がある

□ 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総

額が、現行の標準報酬月額に比べて２等級以上下

がっている

□ 被保険者本人がこの特例措置による改定に同意

している旨を所定の書面で届け出る

以下、この他の詳細な条件について、日本年金機構

のＱ＆Ａから一部を抜粋してご案内します。（Ｑ番号

は同Ｑ＆Ａの通し番号をそのまま転記しています。）

（日本年金機構ホームページ『【事業主の皆さま

へ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休

業で著しく報酬が下がった場合における標準報

酬月額の特例改定のご案内』から本Ｑ＆Ａ全文

などの資料や申請書面をダウンロードできます。）

Ｑ４．新型コロナウイルス感染症の影響により「休業

があった者」とは？

（Ａ４抜粋）事業主からの休業命令や自宅待機指示

などで１か月のうちに１時間でも休業のあった方

のことです。

日給や時間給の方が、事業主からの命令や指示

等により、通常の勤務やシフトによる日数や時間

を短縮し、短時間休業が行われることとなった場

合も同様として差し支えありません。

Ｑ１３．特例の対象に法人の役員等も含まれる？

（Ａ１３抜粋）対象となります。ただし、例えば、

役員報酬について「未払い計上」となっている場

合、報酬が支払われているものとして取り扱うこ

ととされており、報酬の低下とは言えないことか

ら、特例改定の対象となりません。

Ｑ２２．たとえば４月に２等級低下、５月に３等級低

下の場合、改定月を選ぶことができますか？

（Ａ２２抜粋）本人の書面による同意を得た上で、

どの月を選んでも構いませんが、同一人物につい

て複数回届け出ることはできません。

Ｑ２９．届出方法は通常の随時改定と同じですか？

（Ａ２９抜粋）特例改定用の所定様式で届け出る必

要があります。また、申立書の添付が必要です。

届出は所轄の年金事務所へ郵送をとのことです。

（所轄の事務センターではないことにご注意くだ

さい。また、電子申請も可能です。）

Ｑ３７．従業員の同意は、書面で求めなければならな

いでしょうか? その際、所定の様式はありますか?

任意の様式でも構いませんか?

（Ａ３７抜粋）本人からの同意は、改定後の報酬の

内容も含めて、必ず書面で求めていただき、同意

書は届出日から２年間は事業所で保管してくださ

い。

同意書は任意の様式で構いませんが、特例改定

の内容について十分理解していただいた上で、本

人の署名押印を求める様式（本人の自署による場

合は、押印は不要。）としてください。

日本年金機構ホームページに参考様式を掲載し

ていますので、ご活用ください。（他の様式によ

る場合も、少なくとも、日本年金機構ホームペー

ジに掲載する参考様式と同程度の内容について同

意を求めていただくようお願いします、とのこと

です。）

Ｑ４１．休業していないが、業績不振により給料を大

幅に引き下げた場合、特例改定に対象になりますか？

（Ａ４１抜粋）休業を伴わない場合は対象になりま

せん。
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Ｑ４６．休業や出勤停止により、その間の賃金は全く

支払われていませんが、この場合でも特例改定の対

象になりますか？

（Ａ４６抜粋）事業主が今般の新型コロナウイルス

感染症の影響により休業させていて、その他の要

件を満たしていれば、急減月に報酬等の支給が一

切ない場合でも特例改定の対象となります。

その場合は、最低等級の標準報酬月額（健康保

険：５.８万円、厚生年金保険：８.８万円）とし

て改定することとなります。

Ｑ５５．特例改定を受けた場合、定時決定は必要です

か？

（Ａ５５）５・６月に特例改定が行われた場合、定

時決定が必要です。７・８月に特例改定が行われ

た方の場合は、定時決定は不要です。

Ｑ５７．特例改定後、休業回復により通常の給与を支

給することとなった場合、月額変更の届出は必要で

すか？ またその際の届出方法はか？

（Ａ５７抜粋）特例改定後、固定給の変動等により

随時改定に該当する場合には月額変更の届出が必

要です。

また「７月・８月に特例改定が行われた方」に

ついては、「休業が回復した月から継続した３か

月間の報酬による標準報酬月額が２等級以上上昇

する場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわ

らず、月額変更届の届出が必要となります。

※ 休業回復した月とは、報酬支払い基礎日数

が１７日以上ある月を指します。

今年9月分から厚生年金保険の標準報酬
月額の上限が引き上げ

今年、2020年（令和２年）９月分から、厚生年金保

険法による現在の標準報酬月額の上限等級（31級・62

万円）の上に１等級が追加され、厚生年金保険料の上

限が引き上げられます。

これまでは「報酬月額が605,000円以上」の場合、厚

生年金保険料（被保険者、事業主折半後の額。以下同）

は56,730円でしたが、９月分以降、新たに「報酬月額

が635,000円以上」の場合の等級が追加され、この場合、

厚生年金保険料は59,475円となります。

今回の変更に伴う届出は不要です。対象者のいる事

業場には今年9月下旬以降、保険料改定通知が送付され

る予定とのことです。

今年、令和2年度地域別最低賃金額改定
の目安について

7月22日に開催された第57回中央最低賃金審議会で、

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が

取りまとめられました。

答申のポイントを抜粋しますと、「令和２年度地域

別最低賃金額については、新型コロナウイルス感染症

拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、引

上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維

持することが適当。」とのことです。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考

にしつつ、調査審議の上、答申を行い、各都道府県労

働局長が地域別最低賃金額を決定する予定です。

新型コロナ感染防止等の観点から年金機
構への書面による届書提出時の事業主の
自筆署名または押印の取扱について

日本年金機構の7月21日の発表によれば、適用事業所

から書面提出される資格取得届、資格喪失届、算定基

礎届などの各種の届書について、新型コロナウイルス

感染症の感染防止等の観点から、一部を除き、当分の

間、「事業主の押印または署名がない場合でも届書を

受理する取扱い」とするとのことです。

ただし①事業主に届出の結果が通知されない手続や、

②通知書類の送付先（宛名、所在地）を変更する手続

など、「事業主が届出が行われたことを確認できない

手続き」や③「直接金銭の支払いが発生する手続」に

ついては必要な確認をする場合がある、とのことです。

今回の事務所ニュースは以上のとおりです。記事内容

など、詳細はお問い合わせください。 （塩澤）
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お問い合わせ先

04-2992-5113
しおざわ労働法務事務所


